
選出区分 氏　　名 役　職　等 備　　考

大塚　　宰 長野県薬剤師会長

関 　 隆教 長野県医師会長

滝澤　　隆 長野県歯科医師会長

太田　二三子 NPO法人 女性健康支援SANBAの会副理事長 公募委員

三井田　なおみ 長野県立こども病院運営委員会委員 公募委員

三木 正夫 長野県市長会社会環境部会長（須坂市長）

 矢ヶ崎　克彦 長野県町村会社会環境部会長（辰野町長）

天野　直二 信州大学医学部附属病院長

伊澤　 敏 佐久総合病院統括院長

大渕　律子 佐久大学看護学部教授

笠原　悦男 松本歯科大学副学長

久保　惠嗣 長野県立病院機構理事長

川合　博 伊那中央病院長

園原　規子 長野県栄養士会長

三輪　百合子 長野県看護協会長

吉岡　二郎 長野赤十字病院長

計 １６　名 　

※名簿の記載順は、選出区分ごと50音順に記載

長野県医療審議会委員名簿

　任期：平成25年５月23日から平成27年５月22日まで

医　　師
歯科医師
薬 剤 師

医療を受ける
立場の者

学識経験者

資料 １



資料 1               

              医療審議会の関係法令 

 

○医療法（昭和２３年法律第２０５号） 

（医療審議会に関する部分 抜粋） 

 

  第７章  雑則 

 （都道府県医療審議会） 

第 71 条の２ この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事

の諮に応じ、当該都道府県における医療を提供する体制の確保に関する重要事項を調査審議するため、

都道府県に、都道府県医療審議会を置く。  

２ 都道府県医療審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 

 

○医療法施行令（昭和２３年政令第３２６号） 

（医療審議会に関する規定部分 抜粋） 

 

（都道府県医療審議会）  

第５条の 16  都道府県医療審議会（以下「審議会」という。）は、委員３０人以内で組織する。  

 

第５条の 17  委員は、医師、歯科医師、薬剤師、医療を受ける立場にある者及び学識経験のある者の

うちから、都道府県知事が任命する。  

２  委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

３  委員は、非常勤とする。  

 

第５条の 18  審議会に会長を置く。  

２  会長は、委員の互選により定める。  

３  会長は、会務を総理する。  

４  会長に事故があるときは、委員のうちから互選された者が、その職務を行う。  

 

第５条の 19  専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に専門委員十人以内を置く

ことができる。  

２  専門委員は、学識経験のある者のうちから、都道府県知事が任命する。  

３  専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。  

４  専門委員は、非常勤とする。  

 

第５条の 20  審議会は、会長が招集する。  

２  審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。  

３  議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。  

 

第５条の 21  審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。  

２  部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。  

３  部会に部会長を置き、その部会に属する委員の互選により定める。  

４  審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。  

５  第５条の１８第３項及び第４項の規定は、部会長に準用する。  

 

第５条の２２ 第５条の１６から前条までに定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し

必要な事項は、審議会が定める。 


	資料１医療審議会委員名簿
	委員名簿 (公表・資料用)

	資料１医療法（審議会）抜粋

